
光市高齢者保健福祉計画及び第７期介護保険事業計画策定方針 

１ 趣旨 

（１）高齢化の状況とこれまでの取組み

●我が国の高齢化は急速に進行し、2025年には団塊の世代が全て後期高齢者となり、国民
の 5人に 1人が 75歳以上になると予測されています。また、2040年にはいわゆる団塊ジ
ュニア世代が 65歳以上になるなど、高齢化は今後さらに進展することが見込まれます。
●一方、本市の高齢化率は 33.7％（平成 27年度）で、国よりも 10年以上早いペースで進
んでおり、こうした高齢化の進展にいち早く対応するため、第 5 期計画のスタートである
平成 24年度を「地域包括ケア元年」と捉え、医療介護連携システムの構築に向けた調査・
研究や認知症サポート体制の推進、介護予防の充実など、「地域包括ケアシステム」の構築

に向けた取組みを進めてきました。

 ●また、第 6期計画では、地域が支える地域包括ケアの視点から、「生活支援体制整備事業」
や「介護支援ボランティアポイント事業」など高齢者支援システム構築に向けた取組みに

着手したところです。

（２）国の動向と第 7期計画の重点目標 
※Ｐ4自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化と地域マネジメントの推進

●こうした中、国において 6月 2日に公布した「地域包括ケアシステムの強化のための介
護保険法等の一部を改正する法律」では、我が事・丸ごとの地域共生社会の実現に向けた

地域福祉推進の理念を明記するとともに、この理念を実現するために市町村が包括的な支

援体制づくりに努める旨を規定するなど、今年度策定する第 7 期計画は、自治体独自の政
策の反映など、これまで以上に保険者機能が問われることとなっています。

「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」 

～主な内容～

ア 自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化等の取組みの推進

イ 医療・介護の連携の推進

ウ 地域共生社会の実現に向けた取組みの推進

  ※「我が事・丸ごと」の包括的な支援体制の整備

    高齢者への地域包括ケアシステムの考え方を障害者や子ども等への支援に広

げたもの。課題が複合化しているケースに対応できる。

   （例）高齢の親と無職独身 50代の子どもの同居
      育児と介護に同時に直面する世帯 等

エ 所得の高い層の負担割を 3割とする（平成 30年 8月施行）
オ 介護納付金への総報酬割の導入（平成 29年 8月分から適用）
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●本市としては、第 6期計画で掲げた「幸せ実感プロジェクト」の 3つのプログラムを施
策の柱として位置づけ、以下の 2 つの視点をキーワードに、これまでの取組みをさらに深
化・推進していきます。

●以上を踏まえ、高齢者が住み慣れた地域で自分らしく安心に暮らすことができる地域社

会の実現に向けて、地域包括ケアシステムの深化・推進を重点目標とした「光市高齢者福

祉計画及び第 7期介護保険事業計画」を策定します。

２ 計画の位置付け 

 本計画は、老人福祉法第 20 条の 8 に規定する「老人福祉計画」及び介護保険法第 117 条
に規定する「介護保険事業計画」にあたる法定計画として策定します。

また、「光市総合計画」を上位計画とし、「光市地域福祉計画」の理念に沿いながら、計画

を策定します。

（１）老人福祉法第 20条の 8の規定に基づく老人福祉計画

（２）介護保険法第 117条の規定に基づく介護保険事業計画
 上記 2つの計画を合わせて「光市高齢者保健福祉計画」として一体的に策定するものです。

介護保険事業計画【介護保険法第 117条】
・3年を 1期とする
・日常生活圏域の設定及び圏域ごとの地域密着型サービスに係る必要利用定員総数と

確保のための方策

・介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込量と見込量の確保のための方策

・地域支援事業の費用額、見込量と見込量の確保のための方策

・介護給付等対象サービスの種類ごとの量、保険給付の費用額、地域支援事業の量、

地域支援事業の費用額及び保険料の水準に関する中長期的な推計 等

①「つながり」

地域と行政の対話を深め各地域の特色に応じた「生活支援体制」の推進や、実行

力のある医療介護連携システムの構築、さらには、地域ケア会議等を通じた多職種

連携などを推進していきます。

②「場づくり」

介護が必要な高齢者の介護者家族の交流・支援を進める「認知症カフェ」や、高

齢者の憩いの場である「いきいきサロン」の推進など、地域の団体や介護サービス

事業を巻き込んだ「場づくり」を展開していきます。
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３ 計画期間 

 平成 30年度から 32年度までの 3年間を計画期間とします。

H24
2012 

H25
2013 

H26
2014 

H27
2015 

H28
2016 

H29
2017 

H30
2018 

H31
2019 

H32
2020 

H33
2021 

H34
2022 

H35
2023 

H36
2024 

H37
2025

2025
年
の
光
市
の
姿

（長期）展望

第 5期
第 6期

改定 第 7期
第 8期

※介護保険事業計画は、第 6 期から「地域包括ケア計画」として位置づけ、2025 年（平成 37
年）までの各計画期間を通じて地域包括ケアシステムを段階的に構築することとしています。

４ 計画策定の進め方 

①第 6期光市高齢者保健福祉計画及び第 6期介護保険事業計画の実績
②光市介護予防・日常生活圏域ニーズ調査

 要介護状態になる前の高齢者のリスクや社会参加状況の把握

 ※対象：市内在住 65歳以上の要介護以外の方 2,000名
  回収：1,574名（回収率：78.7％）
③在宅介護実態調査

 介護者の就労継続や在宅生活の継続に効果的なサービス利用等を把握

 ※対象：市内在住で在宅で要支援・要介護認定を受けている方 501名
④他地域や全国の給付状況、サービスのバランス等との比較

⑤平成 30年度の介護保険制度改正の反映 等

○地域包括ケア「見える化」システム

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
計
画
に
反
映

①光市高齢者保健福祉計画等策定市民協議会

②パブリックコメント

各種計画との整合性

①光市総合計画

②光市地域福祉計画・光市地域福祉活動計画

③光市健康づくり推進計画
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５ 国における計画策定に対する基本的な考え方 

（１）地域包括ケアシステムの深化・推進

  ア 地域包括ケアシステムとは、『高齢者が可能な限り住み慣れた地域で、その有する能

力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、住ま

い及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制』をいいます。

  イ 団塊世代が 75歳以上となる 2025年（平成 37年）までに、地域の実情に合わせた
地域包括ケアシステムを深化・推進していくことが重要となっています。

（２）自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化と地域マネジメントの推進

  ア 各保険者が地域の実態把握・課題分析を行い、それに基づいた地域の目標を設定し、

その達成に向けた計画を策定します。

  イ 地域の介護資源の発掘や基盤整備、多職種連携の推進、効率的なサービス提供も含

め、自立支援や介護予防に向けた様々な取組みを推進します。

  ウ 様々な取組みの実績を評価した上で、計画について必要な見直しを行います。

上記ア～ウを繰り返し行い、目標達成に向けた活動を継続的に改善する取組みである

『地域マネジメント』を推進し、保険者機能を強化していく。

データに

基づく

地域課題

の分析

地域マネジメ

ントに係る取

組み内容・目

標の計画への

記載

保険者機能の強化・向上

・ケアマネジメント支援の充実によるケアの

質の向上

・介護予防の取組み

・ニーズに応じた効率的なサービス提供 等

適切な

指標に

よる実

績評価

財政的イ

ンセンテ

ィブの付

与

県が研修等を通じて市町を支援

調査結果を「見える化」システムへ登録

地域の関係者による対応策の検討

対応策の決定・実行（総合事業への反映等）

地域課題の把握と社会資源の発掘

他地域との比較 地域内の比較 

光市 Ｂ市 

光市の特性を把握

認知機能低下

の高齢者の多

い地域

重点的に事業を展

開する地域の把握

人口規模等が

類似する保険

者との比較等

【ポイント】

地域の実情に合わせた

①つながる仕組みづくり 

 医療介護連携、コーディネート

②場づくり 

実行力 
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６ 施策の展開等 

（１）計画の将来像等 

 ●第 6期計画の「計画の将来像」の継承及び第 6期計画で掲げた「幸せ実感プロジェクト」
の 3つのプログラムを施策の柱に、国の動向等を踏まえ更なる充実を図っていきます。 

 ●また、地域共生社会の実現に向け、新たに「つながり」「場づくり」をキーワードとし、

各施策の取組みを展開していきます。 

（２）将来像の実現に向けたアプローチ 

生きがいづくりの促進

健康づくりの促進

介護予防事業の充実

医療介護連携システムの推進

地域包括支援センターの機能強化

高齢者支援システムの構築

認知症を予防し、早期発見・対応を図る

認知症を理解し、地域で支える

介護サービス基盤の強化充実と
　　　　　　　　　　　持続可能な制度運営

認知症高齢者等に対する
　　　包括的・継続的な支援体制の整備

～住み慣れた地域で

安心して暮らせる社会～

施策の柱 1 地域生活支援プログラム 

目 指 す 姿 

キーワード 

住み慣れたまちで自分らしく生きる 
～高齢者にやさしい「わ」のまちひかり～ 

～高齢者の尊厳が守られ

穏やかに暮らせる社会～

施策の柱 2 認知症サポートプログラム 

～主体的に活動し

生き生きと暮らせる社会～

施策の柱 3 生きがい実感プログラム 

～目指すべき社会の実現に向けた展開～ 

『つながり』と『場づくり』

施策の柱 施策の展開 
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７ 計画の構成（案） ※施策体系について、第 6期計画との比較は別紙 1のとおり

第１章 計画策定の趣旨 

計画の目的や位置付け、計画期間、計画策定の進め方等の概要について掲載します。 

第２章 高齢者等を取り巻く現状と課題 

本市における高齢化や要介護認定の現状、さらには「光市介護予防・日常生活圏域ニー

ズ調査」「在宅介護実態調査」等の各種調査結果等について掲載し、現状と課題を整理し

ます。 

第３章 計画の基本的な考え方 

計画の将来像や基本的な視点等を掲載し、本市における地域包括ケアシステム推進体制

や、3つの施策の柱及び施策の展開の体系を設定し掲載します。 

第４章 基本施策 

第３章で示した施策の体系に基づいた施策の展開の内容等を説明します。 

※基本施策の展開にあたっては、国の基本指針（案）で位置付けられた「自立支援・介

護予防・重度化防止の推進」「保険者機能の強化」「地域共生社会の推進」等を踏まえ、

基本施策に反映していきます。 

第５章 介護保険制度に基づく保険給付の見込みと保険料 

介護保険制度の動向や介護保険サービスの利用見込みを踏まえ、事業費見込み及び介護

保険料について掲載します。 

第６章 計画の推進体制 

 計画の推進体制や進行管理について掲載します。
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８ 第 6期計画の進捗状況 

 第 6 期計画では特に優先すべき戦略的なプランを「幸せ実感プロジェクト」として位置づ

け、3 つのプログラムを重点的に展開しており、各プログラムの主な進捗状況については、

以下のとおりです。 

（１）地域包括ケアプログラム 

ア 医療介護連携システムの推進 ・医療介護連携シートの活用 

イ 地域包括支援センターの機能強化 ・相談件数 

・地域ケア会議の開催回数 

ウ 高齢者支援システムの構築 ・介護支援ボランティアポイント事業（Ｈ27 新規） 

・生活支援体制（Ｈ28 新規） 

エ 介護サービス基盤の強化・充実 ・小規模多機能居宅介護：2 事業所新設 

・介護老人福祉施設：2施設・定員 47 名の整備 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

 1 事業所新設 ⇒ 公募 0 

（２）認知症サポートプログラム 

ア 認知症を予防し、早期発見・対応 ・地域包括支援センターへの相談 

イ 認知症を理解し、地域で支える ・認知症サポーター養成講座 

･徘徊模擬訓練 

H25 H28

医療機関 4機関 1機関

活用件数 17件 1件

H26 H28

2,649件 4,978件

H27 H28

登録 134人 144人

活動延人数 354人 991人

H28　モデル2地区

H26 H28

312件 675件

H26 H28

開催回数 12回 17回

参加人数 717人 677人

H26 H28

実施団体 2団体 3団体

参加人数 297人 436人

H26 H28

32件 39件
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（３）生きがい実感プログラム 

ア 生きがいづくりの促進 ・老人クラブ 

イ 介護予防事業の充実 ・地域ふれあいサロン 

・いきいき百歳体操（Ｈ28新規） 

・介護予防生きがいデイサービス 

・運動器機能向上等事業 

９ 今後のスケジュール 

別紙 2

H26 H28

クラブ数 67団体 68団体

会員数 3,750人 3,731人

H26 H28

団体数 67団体 76団体

参加人数 16,136人 18,184人

H26 H28

登録人数 58人 56人

参加延人数 1,898人 1,834人

H26 H28

登録人数 34人 23人

参加人数 344人 226人

H28　2地区・32人
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（第6期）光市高齢者保健福祉計画の構成

第１部　序論
第１章　計画策定にあたって
　１　計画策定の背景
　２　計画の目的・位置付け
　３　期間（目標）と構成
　４　計画策定のアプローチ
第２章　高齢者を取り巻く現状と課題
　１　高齢者の状況
　２　介護保険事業の状況
第３章　高齢者の状況に関する将来推計
　１　高齢者の人口推計
　２　要介護（要支援）認定者の将来推計
第２部　総論
第１章　「目指すべき社会」に向けた展望
　１　「目指すべき社会」に向けて
　２　計画の将来像
　３　まちづくりの基本姿勢
　４　地域包括ケアシステムの深化・推進
第２章　基本戦略
　基本戦略「幸せ実感プロジェクト」
　　戦略１　地域包括ケアプログラム
　　戦略２　認知症サポートプログラム
　　戦略３　生きがい実感プログラム
　「目指すべき社会」実現へのアプローチ
第３部　各論
第１章　第６期介護保険事業

１　施設・居住系サービス量推計の考え方
①施設・居住系サービスの目標値について ②施設・居住系サービス量（利用者数）の推計方法

２　居宅サービス量推計の考え方
①居宅サービスの利用対象者数及び受給者の推計 ②居宅サービス量（利用者数）の推計方法

２　居宅（介護予防）サービス
①訪問介護～⑬住宅改修

３　地域密着型（介護予防）サービス
①認知症対応型通所介護～⑨地域密着型通所介護

４　施設サービス
①介護老人福祉施設～③介護療養型医療施設

１　介護予防事業
①介護予防特定高齢者施策 ②介護予防一般高齢者施策

３　包括的支援事業
①地域包括支援センターの運営 ③認知症施策の推進
②在宅医療・介護連携の推進 ④生活支援サービス体制整備

４　任意事業
①介護給付等費用適正化緊急対策事業 ③住宅改修支援事業
②家族介護支援事業 ④地域自立生活支援事業

第２章　高齢者保健福祉施策

１　生きがいづくりの推進
①生涯学習・スポーツの推進 ③敬老事業
②交流活動の推進

２　社会参加と就労促進
①社会参加の促進 ②就労の促進

３　健康づくりの推進
①身体の健康づくりの推進 ②心の健康づくりの推進

１　生活支援体制の整備
①在宅生活の支援 ②移動・外出支援

２　日常生活環境の整備
①住環境の整備 ②生活環境の整備

①市民生活相談 ②専門相談

①社会福祉協議会との連携・協働 ③要援護高齢者家族会等への支援
②民生委員児童委員協議会との連携 ④ボランティア・NPO活動の促進

①災害時要援護高齢者の支援 ③防犯・消費者問題対策
②交通安全対策

第３章　計画の推進にあたって
　１　計画の推進
　２　計画の点検・検証

３　介護サービス種類ごとの給付費推計の考え方

１　居宅介護（介護予防）支援

２　介護予防・日常生活支援総合事業

１　介護保険料の推計にあたって

２　介護保険事業の総費用額の見込み

３　第１号被保険者の介護保険料

３　防災・安全対策の推進

１　介護サービス費及び保険料水準の推計

１　介護保険サービスの円滑・適正な推進

２　低所得者対策の推進

３　介護人材の確保に向けた取組み

１　相談体制の充実

２　市民相互で支え合う地域福祉の推進

第１節 介護サービス見込み量設定の考え方

第２節 介護保険給付対象サービスの見込み

第３節 地域支援事業の見込み

第４節 介護保険事業費見込み及び介護保険料の算

第５節 2025年のサービス水準等の推計

第６節 介護保険事業の円滑・適正な推進

第１節 生涯学習現役社会づくりの推進

第２節 生活支援関連事業の推進

第３節 地域における支援体制の充実

（第7期）光市高齢者保健福祉計画の構成

第１章　計画策定の趣旨
　１　計画策定の趣旨
　２　計画の位置づけ
　３　計画期間

第２章　高齢者等を取り巻く現状と課題
　１　高齢者の状況
　２　日常生活圏域ニーズ調査・在宅介護実態調査

第３章　計画の基本的な考え方
　１　計画の将来像（目指すべき社会）
　２　目指すべき社会に向けたキーワード
　３　目指すべき社会実現へのアプローチ
　４　地域包括ケアシステムの深化・推進

第４章　基本施策

医療介護連携システムの推進
①在宅医療の推進
②医療と介護の連携促進

地域包括支援センターの機能強化
①介護予防ケアマネジメント事業 ⑤多職種連携による相談機能の強化
②総合相談事業
③地域ケア会議
④介護支援専門員活動支援事業

高齢者支援システムの構築
①生活支援サービスの体制整備
②介護支援ボランティアポイント事業

介護サービス基盤の強化充実と持続可能な制度運営
①サービス基盤の整備方針 ⑤介護人材の確保に向けた取組み
②介護保険サービスの円滑・適正な推進 ⑥低所得者対策の推進
③介護給付等費用適正化緊急対策事業 ⑦生活支援体制の整備
④介護相談員派遣事業 ⑧日常生活環境の整備

認知症を予防し、早期発見・対応を図る
①認知症予防啓発事業
②認知症の人やその介護者等への支援
③認知症初期集中支援推進事業

認知症を理解し、地域で支える
①認知症高齢者等地域見守りネットワーク事業
②認知症サポーターの養成
③認知症高齢者等徘徊模擬訓練
④認知症カフェの推進

認知症高齢者等に対する包括的・継続的な支援体制の整備
①認知症地域支援推進員の配置
②認知症ケアパスの作成・普及
③権利擁護事業
④成年後見制度利用支援事業

生きがいづくりの促進
①地域ふれあいサロン活動支援事業 ⑤交流活動の推進
②介護支援ボランティアポイント事業（再掲） ⑥地域活動拠点の支援
③敬老事業 ⑦社会参加と就労促進
④生涯学習・生涯

健康づくりの促進
①食生活改善事業 ⑤心の健康づくりの推進
②転倒骨折予防教室
③健康づくりの推進
④各種健診の充実

介護予防事業の充実
①介護予防・日常生活支援総合事業 ⑤生活管理指導員派遣事業
②運動器機能・口腔機能向上事業等の充実 ⑥短期宿泊サービス事業
③介護予防生きがいデイサービス事業 ⑦地域リハビリテーション活動支援事業
④介護予防普及啓発事業 ⑧いきいき百歳体操普及事業

第５章　介護保険制度に基づく保険給付の見込みと保険料
　１　介護保険制度の動向（制度改正）
　２　介護保険サービスの利用の見込み（見込み量の考え方、サービス毎の給付見込み）
　３　介護保険事業費見込み
　４　第７期の介護保険料

第６章　計画の推進体制
　１　計画内容の市民への周知
　２　関係機関等との連携
　３　計画の進行管理

～住み慣れた地域で安心して暮らせる社会～

施策の柱1 地域生活支援プログラム

～高齢者の尊厳が守られ穏やかに暮らせる社会～

施策の柱2 認知症サポートプログラム

～主体的に活動し生き生きと暮らせる社会～

施策の柱3 生きがい実感プログラム

安心・安全な生活支援の充実

施策の柱 施策の展開

（構成の主な変更点）

①第6期の基本戦略を引き継ぎ、第7期では「基本施策の3つの柱」とする。
②介護保険事業計画に係る部分について、「第5章介護保険制度に基づく
保健給付の見込みと保険料」にまとめ整理する。

（理由）
国における第7期介護保険事業計画に関する基本指針（案）では、
●自立支援・介護予防・重度化防止の推進
●保険者機能の機能強化（地域ケア会議、ケアプランチェック等）
●地域共生社会の推進 等
の強化を掲げており、本市計画においても、基本政策の中で整理していく。

地域共生社会の推進の視点

自立支援・介護予防・重度
化防止の視点

保険者機能の機能強化の

視点

基本施策の推進を踏まえ

見込み等を行っていくもの

太字は、第7期において重点
的に取り組む施策
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